
第２７１９回例会記録
司会:成田弘明副

遠軽ロータリークラブ通常例会
日時：2015年 2月26日（木）12:30～
場所：ホテルサンシャイン ２Ｆ

2015年 3月 5日(木) 12:30
本日のプログラム

2015年 3月12日(木) 12:30
次回のプログラム

☆開会点鐘 上田 稔 君 ☆Ｒソング「それでこそロータリー」
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◇本日のゲスト
釧路地方法務局 北見支局長 本田 幸治 様①

会長報告 上田 稔 君②
本日はゲスト卓話に本田幸治様をお迎え致して

おります。本田様に於かれましては年度末も近く、

何かとお忙しい中、そして遠路おいで頂きまして

ありがとうございます。宜しくお願い致します。

さて、今国会は、新年度の予算委員会の真っ最

中であります。中継を見ておりましても、相変わ

らず野次が飛び交っております。昨年も都議会で

の野次が多くの人をうんざりさせていたのに、ま

た、先日は安倍総理が野次を飛ばし、その対応に

追われていました。

『野次(やじ)』の語源は、辞書によると「親父馬
(おやじうま)」だと言います。その「お」が取れて
「野次馬」に転じ、『野次』とも成ったのだと言

います。「親父馬」とは年を取った馬のことで

す。年を取った馬は若い馬の後をついて行くだけ

のことから、「野次馬」は背後で「事を騒ぎ立て

る」「人をはやし立てる」ことに使われるように

なったと言います。さらに、その行為を｢野次を飛

ばす｣と言うようになったと言います。

議員バッチをつける人たちは経験、年を重ねた

人が多いと思います。年を取っても、｢親父馬｣の

ように若い人の後をついて行くのではなく、引っ

張って世を動かしていく存在でありますが、野次

を飛ばしてはばからないところが見られます。

野次の中には、ユーモアがあって、その場を和

ませる効果も見られることもありますが、野次は

野次であり、相手を攻撃するような野次は負の行

為に他ならないと思います。お互いの違いを認め

て論を交わす議会制民主主義は、どこへ、と思い

ます。どうせなら、｢野次を飛ばす」より、｢檄(げ
き)を飛ばす」を望みたいと思います。それは、
「主張を伝えて同意を求める」「同意を得て行動

を促す」の意味だそうですが、そうあってほしい

ものです。

幹事報告 黒坂 貴行 君③
１．本日、例会終了後、理事会を開催します。

本日のプログラム ゲスト卓話

ゲスト紹介
プログラム委員 棚橋 忠 君④

本田様は昭和31年、中川郡幕別町の生まれです。
昭和49年4月、釧路地方法務局に就職され、同59

年4月から同62年3月まで遠軽出張所勤務、遠軽に
非常に馴染みのある方です。その後、道東を中心

に勤務後、道内を転々と勤務されています。

平成22年4月、旭川地方法務局 主席登記官とし

て勤務後、同26年4月より、現職である釧路地方法
務局 北見支局長にご就任されています。

本日は「認知症高齢者のための成年後見制度」

等についてお話しして頂きます。

【(2)面へ】
【名前の後の○数字は写真とその中の番号】

社会奉仕委員会

会員卓話 渡辺 政俊 会員
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〒099-0415
北海道紋別郡遠軽町岩見通南２丁目
遠 軽 商 工 会 議 所 内

Tel 0158-42-5201 Fax 42-5134
E-mail：info@engaru-rc. jp
北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目
ホテル サンシャイン
Tel 0158-42-1151 Fax 42-1151
毎週木曜日 12:30～13:30
第3木曜日は夜間例会(18:00～19:00)

編集・発行 メディア委員会
（担当月）

委 員 長 山田 荘一 ( 5・ 6月)
副委員長 東海林 勉 (11・12月)
委 員 佐久間英昭 ( 7・ 8月)

遠藤 利秀 ( 9・10月)
伊藤 太一 ( 1・ 2月)
本吉 春雄 ( 3・ 4月)
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ニニココ
ＢＯＸ 親睦活動委員長 成田 弘明 君

2014-15年度 合計 388,000円

認知症高齢者のための
成年後見制度・任意後見制度

釧路地方法務局 北見支局長 本田 幸治 様

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意

後見制度」の２つがあります。

「法定後見制度」は、本人の判断能力の程度に

応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の３つに

分かれていて、本人の判断能力の程度に応じて、

本人を保護・支援する制度です。家庭裁判所によ

って選ばれた成年後見人、保佐人、補助人が本人

を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が

自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本

人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後か

ら取り消したりすることによって本人を保護・支

援します。

「任意後見制度」とは、本人に十分な判断能力

があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態に

なった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代

理人、これを任意後見人といいますが、この任意

後見人に、自分の生活や財産管理に関する事務に

ついて代理権を与える契約、任意後見契約を公証

人の作成する公正証書で約束しておくというもの

です。

そうすることで、本人の判断能力が低下した後

に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務につ

いて、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」

の監督のもと本人を代理して契約などをすること

によって、本人の意思に従った適切な保護・支援

をすることが可能となります。

なお、詳しくは、「法定後見制度」については

釧路家庭裁判所北見支部(0157-24-8431)、「任意後
見制度」については北見公証人役場(0157-31-2511)
にお問い合わせ下さい。

☆閉 会 点 鐘 上田 稔 君

☆今月会報担当 本吉 春雄 君
2014-15_31st_03

例会日 会員 出席計算
出席者数

メイク
出席率 無断欠席

数 会 員 数 アップ

＊2014～15年度 遠軽ＲＣ役員＊

会 長 上 田 稔
副 会 長 兼 平 哲 雄
会長 木 村 一 則
幹 事 黒 坂 貴 行
会 計 島 田 光 隆
Ｓ Ａ Ａ 遠 藤 利 秀
直前会長 渡 辺 政 俊

出席報告 出席委員長 石井 定男 君

2月19日 35 31 23 4 87.1%
2月26日 35 31 24 77.4% 1


